
 

「業務委託契約約款」新旧対照表 

変 更 後 現   行 

第42条の2  発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当

するときは、この契約を解除することができる。 

 一 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及

び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」

という。）第49条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が

確定したとき。 

 二 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして、独占禁止法第62

条第1項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき（確定

した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場

合を含む。）。 

 三 受注者（法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。次号

において同じ。）について刑法（明治40年法律第45号）第96条の6又は独占

禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定した

とき。 

 四 受注者について刑法第198条の規定による刑が確定したとき。 

 

（賠償の予約）  

第45条  受注者は、この契約に関して、第42条の2第1号から第3号までのいずれ

かに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、業務委託料

（この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託
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料。次項において同じ。）の10分の3に相当する額を賠償金として発注者の指

定する期間内に支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この

限りでない。 

 一 第42条の2第1号又は第2号に該当する場合であって、不公正な取引方法

（昭和57年公正取引委員会告示第15号）第6項に規定する不当廉売に該当

するとき。 

 二 前号に掲げる場合のほか、発注者が特に必要があると認めるとき。                                   

2  受注者は、この契約に関して、第42条の2第3号に該当し、かつ、次の各号

のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、前

項に規定する額のほか、業務委託料の100分の5に相当する額を賠償金として

発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

 一 第42条の2第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7

条の2第7項の規定の適用があるとき。 

 二 第42条の2第3号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行

為の首謀者であることが明らかになったとき。 

 三 受注者が発注者に石川県入札心得第4条の3の規定に抵触する行為を行っ

ていない旨の誓約書を提出しているとき。 

3  前2項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が賠償金の額を超過する場合 

において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げな 

い。  

4  前3項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、発注者は、その 

構成員（共同企業体が既に解散しているときは、その構成員であった者。以 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

下この項において同じ。）に賠償金を請求することができる。この場合にお 

いて、構成員は、賠償金を共同連帯して発注者に支払わなければならない。 

5  前各項の規定は、業務が完了した後においても適用する。 

 

（保険） 

第46条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又

は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わる

ものを直ちに発注者に提示しなければならない。 

 

（紛争の解決） 

第47条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるもの

につき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服があ

る場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合に

は、発注者及び受注者は、協議の上調停人3名を選任し、当該調停人のあっ

せん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要

する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたもの

を除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他の

ものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。 

2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関す

る紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った

者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争につ

いては、第14条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第

 

 

 

 

（保険） 

第45条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又

は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わる

ものを直ちに発注者に提示しなければならない。 

 

（紛争の解決） 

第46条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるもの

につき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服があ

る場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合に

は、発注者及び受注者は、協議の上調停人3名を選任し、当該調停人のあっ

せん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要

する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたもの

を除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他の

ものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。 

2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関す

る紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った

者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争につ

いては、第14条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第



 

4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決

定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発

注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができ

ない。 

3 発注者又は受注者は、第1項に規定する紛争解決の手続を経た後でなけれ

ば、同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法（明治23年法

律第29号）に基づく訴えの提起又は民事調停法（昭和26年法律第222号）に

基づく調停の申立てを行うことができない。 

 

（契約外の事項） 

第 48 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注

者とが協議して定める。 

 

4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決

定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発

注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができ

ない。 

3 発注者又は受注者は、第1項に規定する紛争解決の手続を経た後でなけれ

ば、同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法（明治23年法

律第29号）に基づく訴えの提起又は民事調停法（昭和26年法律第222号）に

基づく調停の申立てを行うことができない。 

 

（契約外の事項） 

第 47条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注

者とが協議して定める。 

 

 


